
ＮＯ．２０２    赤坂九丁目北地区（組合施行）

計画地

1

2

3

地区面積 構造

階数 高さ

名称 施行区域面積

名称 幅員 延長 面積

歩行者専用道
路３号

４m 約１２０m ―

歩行者専用道
路緩衝帯

― ― 約９００㎡

公
園

児童遊園 ― ― 約１，５４０㎡

建築面積

1 約１，８９０㎡ 約３３０戸

建築敷地面積

1 約４，６７０㎡

都市計画決定

A地区 約８．５ha ６７０％ ― ― ―

　建築物の外壁又は
これに代わる柱は、計
画図に示す壁面線を
越えて建築してはなら
ない。

B地区 約１．６ha ― ― ― ― ―

C地区 約０．８ha ６３０％ ６０％ ３００％ ６００㎡

　建築物の外壁又は
これに代わる柱は、計
画図に示す壁面線を
越えて建築してはなら
ない。

都市計画決定

公共施設の
配置及び規模

道
路

再整備

建築物の
高さの限度

主要用途

―

壁面の
位置の限度

備考

新設
（階段を含む）

高層部：１７０ｍ 計画図参照

約４４，７００㎡
（約２９，４００㎡）

1

新設

(あかさか9ちょうめきた)

赤坂九丁目北地区

計画の概要

建物を共同化し、耐震性・耐火性に優れた建物とすることにより、防災上の課題を改善した安全・安心な市
街地を形成する。

地区間をスムーズに結ぶ歩行者動線や地域に開かれたオープンスペースを、地域の資源である桑田記念
児童遊園や斜面緑地と一体的に整備し、周辺地域や東京ミッドタウンと連携した緑豊かで快適な都市環境
を創出する。

２　都市計画の内容

赤坂九丁目北地区第一種市街地再開発事業

１　計画の概要

港区赤坂九丁目地内

地上４４階／地下１階 １６９．９m

約０．８ha 鉄筋コンクリート造

住宅を整備することにより、定住人口の確保を図り、東京ミッドタウンが形成する市街地の一部として業務、
商業、文化、交流、居住等の機能が融合した魅力ある複合市街地を形成する。

約０．８ha

平成２５年６月１７日　港区告示第１２３号

街
区

建蔽率 容積率

住宅、公益施設、駐車場

建築敷地の
整備

整備計画 備考

・赤坂通りと外苑東通りにつながるバリアフリーな歩行者動
線となる歩行者通路4号を整備する。
・児童遊園と一体となった公共空地2号を整備する。

建築物の高さは、Ｔ．Ｐ．１７ｍからと
する。

建築物の整備

住宅建設の目標延べ面積(容積対象)

―

約２４，７００㎡

３　地区計画（再開発等促進区を定める地区計画）

地区名 面積
容積率の
最高限度

建蔽率の
最高限度

建築面積の
最低限度

壁面の位置
の限度

容積率の
最低限度

平成２５年６月１７日　東京都告示第８９３号



敷地面積 建蔽率

延べ面積 容積率

事業認可 総事業費

年　月　日

平成２２年１月２９日

平成２５年６月１７日

平成２５年１２月２７日

平成２６年７月１１日

平成２６年１１月１０日

平成２６年１１月１７日

平成２７年２月２６日

平成２７年８月１０日

平成２８年７月２９日

平成３０年２月２６日

平成３１年１月９日 定款・事業計画変更認可

平成３１年３月８日

事業計画の変更認可

４　事業計画の概要

４，６６４．６５㎡ ４０．４６％

港区施設

４４，４４３．２５㎡（容積対象　２９，１２１．５１㎡） ６２４．３０％

用途

機械室・駐車場

３１９戸
３Ｆ エントランスホール・住宅共用室

２Ｆ

約３０６億円

駐車場 １０７台１Ｆ

４Ｆ－４４Ｆ 住宅
住宅戸数

平成２５年１２月２７日　東京都告示第１７３３号
平成２６年　７月１１日　東京都告示第１００６号
平成２７年　８月１０日　東京都告示第１２３５号
平成２８年　７月２９日　東京都告示第１３２７号
平成３１年　１月　９日　東京都告示第　２０　号

エントランスホール・管理室・駐輪場

Ｂ１Ｆ

５　経　緯

内　　　　　　　　　　　　　　　容

６　位置図

権利変換計画認可

建築工事着工

市街地再開発組合設立認可

事業計画の変更認可

事業計画の変更認可

権利変換期日

組合解散認可

市街地再開発準備組合設立

赤坂九丁目北地区第一種市街地再開発事業都市計画決定　（地区計画は変更）

工事完了公告



８　配置図

７　区域図



９　完成写真


